
        報  道  資  料      
 

（令和６年２月２日） 

◆件名 
住民税非課税世帯を対象とする「価格高騰（７万円）給付金」に係る 

通知の誤送付について 

◆覚知日時 令和６年１月 25 日 

◆概要 

静岡市価格高騰（7 万円）給付金事務局（福祉総務課）では、物価高

騰による負担感が大きい、住民税非課税世帯に対し、7 万円の給付金を

支給する業務を実施している。 

この業務の過程において、令和 6 年 1 月 22 日から、給付金の支給

対象と見込まれる世帯あてに、①『支給のお知らせ』、または、②『確認

書』を郵送した。 

①『支給のお知らせ』（葉書）を送付した世帯 66,254 世帯 

対象：令和 5 年度の「3 万円給付金」を口座振込により受給し、 

その口座に 7 万円の追加支給を予定する世帯 

②『確認書』（封書）を送付した世帯 10,102 世帯 

対象：令和 5 年度の「3 万円給付金」を受給していない、または

口座振込以外の方法で受給しているため、振込口座の確認

が必要な世帯 

このうち、①葉書を送付した 200 世帯と、②封書を送付した 684 世

帯は、住民税が課税されている世帯であり、給付金の支給対象でなかっ

たことが判明した。併せて、支給対象の 308 世帯に、通知が未送付で

あったことも判明した。 

◆経緯と 

対応状況 

１月 25 日（木）

17 時 00 分頃 

 

 

 

 

26 日（金）

８時 45 分 

 

 

19 時 00 分 

 

29 日（月） 

～30 日（火）

31 日（水）

・市が給付金に関する市民からの問合せ対応を委託し

ているコールセンター受託業者から、「課税世帯であ

るのに、確認書が届いた」との市民からの問い合わせ

を受けた旨の報告が入った。これを受け、対象世帯の

抽出を委託している給付金システム受託業者に原因

究明を指示した。 

 

・システム受託業者から、「対象世帯の抽出において、

最新の税情報で抽出すべきところを、昨年 6 月時点

の税情報で抽出した作業ミスがあった」との報告を

受けた。影響数は引き続き調査を指示。 

・システム受託業者から誤送付した世帯数の報告を

受けた。※裏面「被害状況」のとおり 

 

・未送付であった 308 世帯に通知を発送した。 

・システム受託業者から誤送付した世帯のリストを

受領し、対応策等について検討した。 

 

・誤送付した世帯あてにお詫びの手紙を発送した。 

 

静 岡 市 



◆被害状況 

誤送付した世帯 884 世帯 

 （内訳） 支給のお知らせ（葉書） 200 世帯 

      確認書（封書）     684 世帯 

・「給付金が支払われる」との誤った認識をさせてしまった。 

・確認書を送付した世帯には返送手続きの負担を求めてしまった。 

◆原因 

委託により実施した対象世帯の抽出において、受託事業者が、昨年 12 月

時点の最新の税情報により抽出すべきところを、昨年 6 月時点の税情報に

より抽出してしまった作業ミスがあった。 

◆今後の対応  今後の同様の事務に備え、具体的な再発防止策について協議する。 

◆問い合わせ 

課 名 保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 

担当者 田中 寛規 

電 話 ０５４－２２１－１６２５ 

※別紙資料 有・無 （①支給のお知らせ葉書、②確認書封筒の見本） 



① 支給のお知ら せ葉書（ 見本）





② 確認書の封筒（ 見本）  

 

 

 

 


